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                          桂川町要綱第４３号 

 

桂川町電子入札実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町が入札手続を電子入札システムにより行う場合におい

て、必要な事項を定め、適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 （１）電子入札システム  町が行う入札に関する事務を電子情報によって処

理する情報処理システムをいう。 

 （２）電子入札 電子入札システムによる入札をいう。 

 （３）紙入札 紙媒体による入札をいう。 

 （４）ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102号

）の規定により、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者（以下

「認証局」という。）が発行する電子的な証明書を格納しているカードを

いう。 

（５）入札金額積算内訳書  入札金額の積算内訳（数量、単価及び金額）を

明らかにしたもの（以下「内訳書」という。）をいう。 

（６）電子くじ  くじ番号を用いた演算式により、電子計算機で落札者等を

決定するシステムをいう。 

(７) 入札情報公開システム  発注情報、入札結果に関する情報等をインタ

ーネット上に公開するシステムをいう。 

(８) ヘルプデスク 電子入札システムに関し、利用者からの利用方法、障

害発生時の対処方法等の問合せに一括して対応するために設置する窓口

をいう。 

（電子入札システム利用者） 

第３条 電子入札システムを利用することができる者は、町長が一般（指名）

競争入札等の参加資格があると認めた業者に限るものとする。  

２ 特定建設工事共同企業体（以下「特定ＪＶ」という。）を対象とする入札案

件において、電子入札システムにより入札を行う者は、特定ＪＶの代表会社

とする。 

（利用者登録） 

第４条 電子入札を行う者は、電子入札システムに利用者登録を行わなければ

ならない。 

２ 入札参加者は、電子入札システムに登録した企業情報、代表窓口情報及び



ＩＣカード利用部署情報に変更が生じた場合は、当該変更内容の登録を行わ

なければならない。この場合において、代表者、会社の商号又は会社の住所

の変更が生じた場合には、速やかにＩＣカードを再取得し、再度の利用者登

録を行わなければならない。 

（対象） 

第５条 電子入札の対象は、町が電子入札で行う旨を入札公告等で指定した案

件（以下「電子入札案件」という。）とする。  

 （設計図書等の配布）  

第６条 電子入札案件に係る仕様書、図面等は入札情報公開システムで配布す

るものとする。 

（入札書等の取扱い） 

第７条 町は、電子入札案件については、原則として電子入札システムにより

入札させるものとする。ただし、入札参加者から事前に紙入札方式参加届出

書（様式第１号）が提出され、次の各号のいずれかに該当した場合に限り、

紙入札での参加を認めるものとする。 

(１) ＩＣカードの取得を新規に申請しているとき。 

(２) ＩＣカードの登録内容変更のため再取得を申請しているとき。 

(３) ＩＣカードが失効、破損又は盗難等で使用出来なくなり、再取得を申請してい

るとき。 

(４) 電子機器又は通信回線等の障害により、電子入札での参加ができないとき。 

(５) その他やむを得ない事由があると認められるとき。 

２ 入札参加者は、内訳書等の入札参加必要書類（以下「入札参加必要書類」

という。）の提出を求められた場合は、ワード形式、エクセル形式又はＰＤＦ

形式により開くことができる形式で、提出しなければならない。ただし、町

長が他のファイル形式を指定する場合は、この限りでない。 

３ 紙入札により入札に参加する業者（以下「紙入札業者」という。）は、紙入

札用入札書（様式第２号。以下「紙入札書」という。）及び入札参加必要書類

を封筒に入れ、入札公告等に記載された入札書受付締切日時までに、入札担

当主管課に持参しなければならない。 

４ 紙入札業者は、紙入札書にあらかじめ電子くじを適用する場合のくじ入力

番号（任意の3桁の数字）を記載するものとし、紙入札書にくじ入力番号の記

載がない場合は、くじ入力番号は「０００」として取り扱うものとする。 

５ 町は、第３項の規定による封筒に受付をした日時を記入するものとする。 

（開札） 

第８条 開札は、公告等に記載した開札予定日時において、速やかに行うもの

とする。 

２ 紙入札業者がいる場合は、町は、電子入札の開札前に事前に提出された紙

入札書を開封し、当該業者名、記載された入札金額及びくじ入力番号を電子

入札システムに登録するものとする。 

３ 開札の結果、落札となるべき金額の入札をした者が２者以上ある場合は、



電子くじにより落札者を決定するものとする。 

（電子くじ） 

第９条 前条第３項に規定する電子くじに利用される情報は、次に掲げるとお

りとする。 

(１) くじ入力番号 入札書提出時に入力した３桁の数字 

(２) 応札順序 入札書がシステムに到達した順序 

２ 紙入札業者の応札順序は、電子入札による入札参加者の後とし、紙入札業

者が複数ある場合は受付日時順とする。 

３ 前２項に定める電子くじの手続を行わない場合には、別途町長が指定する

場所及び日時において、くじ引により決定する。 

（開札の立会い） 

第 10条 電子入札案件において、原則として、開札の立会いは行わない。ただ

し、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。  

（入札執行回数） 

第 11条 電子入札において、入札執行回数は１回とする。ただし、予定価格を

公表していない案件については、２回まで行うことができる。  

（入札の無効） 

第12条  電子入札による場合には、次の各号のいずれかに該当する入札は無効

とする。 

(１) 同一案件において電子入札と紙入札とを二重にしたとき。 

(２) 他人のＩＣカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加したとき。 

(３) その他不正の目的をもってＩＣカードを使用したとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反して入札したとき。 

（障害時の対応） 

第13条 町は、電子入札システムの障害、停電又は通信事業者に起因する通信

障害若しくは認証局に起因する障害等やむを得ない事情により複数の入札参

加者が電子入札を行うことが困難と判明した場合には、その原因、復旧の見

込み等を調査の上、受付締切日時及び開札予定日時の変更若しくは紙入札へ

の変更又は入開札の中止等必要な処置を講ずるものとし、必要事項を入札参

加者に電子メール等で通知するとともに、町ホームページに当該事項を掲載

するものとする。 

（補則） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 
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